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１ 基本構想の枠組み 

 

 （１）策定の趣旨 

 人口減少・少子高齢化社会の本格的な到来、AI や IoT 等に代表される技術革新の進展な

ど、本市を取り巻く社会経済情勢は日々大きな変化を遂げています。 

こうした中、持続可能な都市経営の視点に立ち、子育て支援の充実や環境と産業の両立、

人生 100 年時代を迎える中での健康寿命の延伸対策など、誰もが住みやすいと感じるまち

づくりを行っていくためには、明確なビジョンのもとで戦略的な計画を策定することがよ

り一層重要となっています。 

そこで、新時代「令和」が幕を開けたいま、本市が、市民の皆さんが豊かで幸せに暮らせ

る都市となり、日本の活力を支える東海エリアにおける西の中枢都市として飛躍するため、

「長期展望を見据えた戦略的な計画」、「時代に即応する機動的な計画」、「新しい発想に

基づく創造的な計画」をキーワードに、令和２年度からの 10年間を計画期間とする、新た

な四日市市総合計画を策定します。 

 

 （２）総合計画の役割 

総合計画は、私たちが住む四日市市をどんなまちにするのか、長期的な視点でまちの将

来像を描くものであり、その実現のために、だれが、どんなことをしていくのかを総合的

かつ体系的にまとめたもので、いわば、まちづくりを進めていくための「道しるべ」と言え

るものです。 

 そのため、都市整備や産業、環境、福祉、教育など、様々な分野が対象になるとともに、

市民や事業者、市が一体となってまちづくりを進めていくという趣旨から、市の最上位の

計画に位置付けられるものです。 

 この計画をよりどころとして、市民・事業者・市が互いに協力し、創意工夫しながらまち

づくりを進めることで、私たちのまち四日市市を、より一層、市民の皆さんが豊かで幸せ

に暮らせる持続可能な都市としていくことが重要です。 
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 （３）総合計画の構成と計画期間 

○基本構想・基本計画・推進計画の３層構造 

 基本構想：本市の将来都市像や基本目標を示すもので、今後 10 年間のまち 

  づくりの方向性を明らかにするものです。 

【計画期間：2020年度（令和２年度）～2029年度（令和 11年度）（10年間）】 

 基本計画：将来都市像を実現するため、施策の方向性を示すものです。 

＜重点的横断戦略プラン＞ 

基本計画のうち、将来都市像の実現に向け、特に力を入れて取り組むべき課題につ

いて、分野横断型の戦略プランとして重点的に推進します。 

【計画期間：2020年度（令和２年度）～2024年度（令和６年度）（前半５年間）】 

※2025年度（令和７年度）～2029年度（令和 11年度）（後半５年間）については、

これまでの取組や進捗状況を十分検証し、社会情勢の変化等に応じた新たな重点

的横断戦略プランを策定します。 

＜分野別基本政策＞ 

市民の暮らしに関わるまちづくりの８つの分野において、着実に取り組むべき政策

を位置付け、さまざまな取組を推進します。 

   【計画期間：2020年度（令和２年度）～2029年度（令和 11年度）（10年間）】 

 ※５年後（2024年度（令和６年度））に、これまでの取組や進捗状況を十分検証し、

社会情勢の変化等に応じた見直しを行います。 

 推進計画：基本計画に掲げる施策の方向性に基づき、具体的な実施事業を示 

すものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜参考＞ 四日市市市民自治基本条例(理念条例) 

 

 

（総合計画）第 18 条 市の執行機関は、総合計画(本市における総合的かつ計画的な行政の

運営を図るために定める基本構想並びに基本構想を具体化するため行政運営の基本方針等を

定める基本計画及び推進計画で構成されるものをいいます。)を作成し、効果的かつ効率的に

市の施策を推進するとともに、その進捗状況を公表するものとします。 

・2020年度（令和２年度） ～ 2029 年度（令

和 11 年度）（10年間） 

・毎年ローリング方式 推進計画 

基本計画 

基本構想 

・重点的横断戦略プラン 
 2020年度（令和２年度）～2024年度（令
和６年度）（５年間） 

・分野別基本政策 
  2020 年度（令和２年度）～2029年度（令

和 11 年度）（10年間） 
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３ 四日市市が目指す「まちづくり」と「将来都市像」 

 

 （１）四日市未来ビジョン（まちづくりの最上位の理念） 

 

「 ゼロからイチを生み出すちから イチから未来を 四日市 」 

 

四日市市は全国有数のものづくりのまちです。そして、先人たちの知恵と努力によっ

て今日の成長と発展が築かれています。 

  これらを礎に、ゼロからイチ、すなわち無から有を生み出してきた原動力をオール四

日市で結集し、まちづくりを進めていくことができれば、これから先の、変化の激しい

時代においても、市民の皆さんが豊かで幸せに暮らせる持続可能な都市を創造していく

ことができます。 

このような観点から、総合計画におけるまちづくりの最上位の理念となる四日市未来

ビジョンをとりまとめました。 

 

 （２）将来都市像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）まちづくりの基本的な考え方 

本市は、恵まれた自然環境のもとで、古くから人とモノが交流するまちとしての歴史

を背景に豊かな生活基盤を育んできました。また、製造業を中心とした全国有数の産業

都市として、臨海部では石油化学産業の高付加価値化が進み、内陸部には半導体などの

先端的な企業が立地しています。 

加えて、近年では高速道路網や高規格道路の供用が相次ぎ、人・モノの流動性がさらに

飛躍的に向上していくほか、東京、名古屋、大阪を結ぶリニア中央新幹線の開業に伴う多

様な都市機能の集積が期待されています。 

イチ 

『子育て・教育安心都市』 

『産業・交流拠点都市』 

『環境・防災先進都市』 

『健康・生活充実都市』 
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今後のまちづくりにおいては、こうした本市が持つ可能性の高さを、市民や事業者、市

が再認識し、十分に生かしていくことが重要です。 

一方で、多くの自治体がこれまで人口増加を前提条件にしたまちづくりに取り組んで

きましたが、今後は、誰も経験したことのない「成熟型社会における人口減少・高齢化」

という時代背景の中で、都市経営を行っていく必要があります。 

本市のまちづくりにおいても、成長を前提とした発想からの大胆な転換が必要です。 

これらを踏まえ、新時代に対応したまちづくりの基本的な考え方を以下のとおりとし

ます。 

 

１．「あるもの・つながりを生かす」 持続可能なまちづくり 

  ますます多様化する市民ニーズに対して、新たなものを創り出すことだけで対応する

のではなく、今ある施設、仕組みや人と人とのつながりなど、現有する本市の財産や地

域資源を有機的につなげ、活用すること等を通じて、より少ない経費で市民生活の向上

を最大限に図りながら、将来にわたって持続可能なまちづくりを進めます。 

２．「市民の幸せと満足度を高める」 成熟度の高いまちづくり 

  人口と経済の維持・拡大を図ることは、都市の活力や暮らしやすさを持続するための

重要な要素です。今後のまちづくりにおいては、これらを引き続き追求しながらも、市

民一人ひとりが、自らの生き方、暮らし方、働き方に幸せを感じ、満足度を向上させら

れるよう成熟度の高いまちづくりを進めます。 

３．「都市経営の視点に立った」 先手・創造型のまちづくり 

持続可能な都市経営を実現するためには、都市機能を集約し、効率的な都市経営を行

っていくことに加え、安定的な税収の確保など、財政的に持続可能であることが必要に

なります。そのため、社会資本の整備、経済、産業、環境、福祉、医療、教育などあらゆ

る分野において総合的かつ横断的な施策展開を図り、課題に向き合い、挑戦を続け、失敗

からも学びとる、先手・創造型のまちづくりを進めます。 

４．「2040年の長期展望を見据えた」 存在感を放つ選ばれるまちづくり 

  約 20年後の 2040年には、それまで現役世代として経済や社会を支えてきた団塊ジュ

ニア世代が 65歳以上となります。現役世代 1.5人で高齢者１人を支える時代が間近に

迫っている今こそ、時代の潮流と社会経済の変化を的確に捉えるとともに、次の 10年

の取組の重要性を十分に認識し、リニア中央新幹線の開業などを見据え、東海地域の中

で存在感を放つ、選ばれるまちづくりを進めます。 

５．「オール四日市で取り組む」 協働・共創のまちづくり 

新しい時代を切り拓き、市民の皆さんが豊かで幸せに暮らせるまちづくりを進めてい

くためには、多様な主体がまちづくりに参画するとともに、地域のことを最も良く理解

している住民同士が連携、協力し合って、市とともに地域課題を解決していく必要があ

ります。それぞれの役割や責務を十分意識しながら、協働・共創のもとで課題を解決でき

る環境づくりを行うなど、自助・共助・公助のバランスのとれたまちづくりを進めます。  
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第１部 重点的横断戦略プラン 
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重点的横断戦略プランについて 

 

重点的横断戦略プランとは、四日市未来ビジョン「ゼロからイチを生み出すちから 

イチから未来を 四日市」に基づき、４つの将来都市像の実現と四日市市が東海地域

で存在感を放つ中核都市となるためのステップとして、５年間で特に力を入れて推進

する取組です。 

存在感のあるまちには、人・モノ・活力が集まり、好循環が生まれます。 

そのため、分野別基本政策に位置付ける各分野単独の「政策・施策」の推進だけで

は解決することが難しい課題の解決や目指すまちづくりの姿に向け、個々の「具体的

な施策」を政策や施策の分野にとらわれずに抽出し、それぞれの施策を連携させなが

ら、全庁を挙げて分野横断的に取り組んでいくことにより、相乗的な効果の創出を図

っていこうとするものです。なお、案件によっては、プロジェクトチームの設置や組

織再編など、必要に応じて適切な実施体制を構築していきます。 

市民や事業者、四日市に関わりのある人たちが、もっと幸せになれるまちとなるた

めに、３つのプランにより重点的に取組を推進し、四日市から新時代を創っていきま

す。 

 

＜参考＞ 重点的横断戦略プランと分野別基本政策の関係 

 

 

イチ 
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将来都市像と重点的横断戦略プランの施策体系 
 

＜基本構想＞              ＜基本計画＞ 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

充実した人生を歩むための基盤を育み、
誰もが憧れる 

『子育て・教育安心都市』 

東海地域をリードし、地域社会のイノベ
ーションを誘発する 

『産業・交流拠点都市』 

まちの未来を守り、将来の市民にバトン
をつなぐ 

『環境・防災先進都市』 

四つの将来都市像 

未来を創るための羅針盤 

重点的横断戦略プラン 

重点的横断戦略プラン① 

子育てするなら四日市 
＋（プラス） 

重点的横断戦略プラン② 

リージョン・コア 
YOKKAICHI 

 

・市民が集い、世界へつながる 

東海の要づくり 

・環境の恵みを大切にし、災害に

しなやかで継承可能な都市基盤

づくり 

※１）リージョン … 地域 

※２）コア … 核 

重点的横断戦略プラン③ 

幸せ、わくわく！ 
 四日市生活 

子どもと家族を社会で支える取組 

健康で豊かに暮らせる社会を築く
取組 

都市の機能と魅力を高め、 
活力あふれる都市を創る取組 

『住みたい・行きたい・働きたい』 
 四日市ファンを増やしていくための 

四日市市に集まる人々の力を、まちづく
りの原動力にする 

『健康・生活充実都市』 
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0４ 

プロジェクト 

0５ 

プロジェクト 

0６ 

プロジェクト みんなで備える地域防災 
連携強化プロジェクト 

近未来のスマートシティ 
創造プロジェクト 

都市の「空き」再活用 
魅力増進プロジェクト 

重点的横断戦略プラン 

重点的横断戦略プラン① 
子育てするなら四日市 

＋（プラス） 

子どもと家族を社会で支える取組 

重点的横断戦略プラン③ 
幸せ、わくわく！ 

 四日市生活 

健康で豊かに暮らせる社会を築く
取組 

重点的横断戦略プラン②－１ 
リージョン・コア 

YOKKAICHI 

都市の機能と魅力を高め、 
活力あふれる都市を創る取組 

『住みたい・行きたい・働きたい』 

 四日市ファンを増やしていくための 

01 

プロジェクト 

0３ 

プロジェクト 「子育て ＆ 仕事」 
 両立応援プロジェクト 

0２ 

プロジェクト 
子育て家庭の安心 
実感倍増プロジェクト 

令和の学び！ 
基盤となる学力・体力・能力 
向上プロジェクト 

01 

プロジェクト 【仕事が生まれる】 
第 4次産業革命に備える 
産業活性化プロジェクト 

0２ 
プロジェクト 【魅力が高まる】 

中心市街地の都市機能高次化 
プロジェクト 

0３ 
プロジェクト 【人・モノが行き交う】 

次世代交通ネットワーク 
構築プロジェクト 

01 
プロジェクト 

0２ 
プロジェクト 

0３ 

プロジェクト WE LOVE 四日市 
もっとわくわく 
プロジェクト 

超高齢社会における 
課題解決プロジェクト 

100歳時代の健康寿命 
延伸プロジェクト 

『子育て・教育安心都市』 

『産業・交流拠点都市』 

『健康・生活充実都市』 

重点的横断戦略プラン②－２ 
リージョン・コア 

YOKKAICHI 

都市の機能と魅力を高め、 
活力あふれる都市を創る取組 

『環境・防災先進都市』 

・市民が集い、世界へつながる 
東海の要づくり 

・環境の恵みを大切にし、災害にしなやかで

継承可能な都市基盤づくり 
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【基本的政策】子どもと子育てにやさしいまちに向けた環境整備 

 

 

 

(１) 妊娠から出産、産後、子育てまで、子ども一人ひとりの成長に応じた支援が充実し、

安心して子どもを産み育てられる環境が整っている。 

(２) 家庭の状況にかかわらず、全ての子どもが健やかに育つ環境が整っている。 

(３) 共働き世帯が増加する中、家庭、地域、事業者、行政等が連携し、社会が一体とな

って子育てと仕事を両立できる社会を構築している。 

 

 

（１）社会環境の変化に伴う就学前教育・保育の充実や子どもの居場所づくり 

幼児教育・保育の無償化やさら 

なる共働き世帯の増加を見据え、 

保育園や幼稚園、こども園等の就 

学前教育・保育の提供体制の整備 

と質の向上が求められるほか、学 

童保育所をはじめとした放課後等 

の子どもたちの居場所づくりを、 

さらに推進していく必要がありま 

す。 

 

（２）子育てに対する身体的・精神的・経済的負担、不安の軽減 

核家族化の進展等に伴い、子育てにかかる負担や不安、悩みを相談できる人が身近に

おらず一人で抱える保護者も多いことから、気軽に相談できる体制整備や、経済的支援

など、子どもを持つことへのさまざまな身体的・精神的・経済的負担や不安を軽減でき

る取組が求められています 

特に、年々増加、複雑化する児童虐待の防止や、発達支援や医療的ケアが必要な子ど

もたちへの支援の強化が重要です。 

 

（３）子どもを取り巻く環境の変化 

子どもたちを取り巻く家庭・社会の環境が変化する中で、基本的な生活習慣の定着や

ネット利用に伴うトラブル防止に取り組むとともに、多くの体験や交流の機会を通して、

子どもたちが心身ともに健やかに育つことができる環境を整えることが必要です。 

 

（４）仕事を持つ人が安心して子どもを産み育てられる環境の整備 

仕事を持つ人が子育てをしながら、社会において自らの知識やスキルを発揮すること

のできる環境を社会全体で創り上げていく必要があります。 

基本的政策 No.１ 政策１ 子育て・教育 

 k 

目指す姿 

 

現状と課題 

 

1 

２ 

 

（内閣府「男女共同参画白書」（令和元年度）より） 
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（１）就学前教育・保育の充実 

① 働く女性の増加や幼児教育・保育の無償化の影響、今後の人口動態等を見据えた

うえで保育園・幼稚園・こども園における適正な受け入れ枠を確保します。 

（重点 P40） 

② 教育認定の児童については、公立幼稚園において公的役割を果たしていきます。

なお、適切な集団規模での教育が困難な園については、認定こども園においてそ

の役割を保障していきます。また、こども園においては、必要に応じて教育認定

の３歳児の受け入れの検討を進めます。 

  ③ 就学前教育・保育は小学校教育への「学び」につなげるための大切な時期でもあ

ることから、家庭環境等に関わらず全ての子どもが就園できるよう取り組むとと

もに、保育の質の向上と人材の確保に取り組みます。（重点 P33） 

④ 家庭環境や保護者の働き方が多様化しているなか、子育て家庭の利用状況に応じ

た病児保育室や一時保育、休日保育など多様な保育サービスの充実を図ります。 

（重点 P40） 

（２）放課後等における子どもの居場所づくり 

① 子どもたちが安全・安心な環境で放課後を過ごすことができるよう、学校の校舎

や敷地の積極的な利活用を図るとともに、学童保育の受け入れ枠拡大（重点 P40）

への支援に取り組みます。 

② 学童保育所利用者の増加に伴い、運営に携わる地域や保護者の負担が大きく、課

題も多岐にわたっていることから、巡回訪問を実施し、負担や課題の解消に向け

た支援体制の充実を図るとともに、研修体制の充実などによる保育の質の向上、

指導員の処遇改善や教育・保育経験者の発掘など人材確保への支援に取り組みま

す。（重点 P40） 

③ 子どもたちが心身ともに健やかに成長できる環境の充実を図るため、全市的な施

設であるこども子育て交流プラザといった子どもや親子が安心して活動や交流等

ができる拠点的な施設の拡充も視野に入れた検討を行います。（重点 P34） 

 

（３）子育て家庭への支援強化 

① 学校や保育園、幼稚園、こども園、地域団体等にお

ける身近な相談窓口のほか、親子で気軽に交流・相

談できる子育て支援センターや子育て世代包括支援

センター等における相談体制を充実します。 

② 妊娠中や子育て中の人が気軽に集い、育児の不安や

喜びを互いに共有できるサロンの設置や、多胎児家

庭への支援などを行い、子育ての孤立化や不安の解

消を図ります。 

③ 子どもを安心して産み、育てられるよう、子どもの医療費や教育費など子育て世

帯の経済的負担の軽減に向けた取組を展開します。（重点 P35） 

④ 妊産婦が安心して妊娠、出産を迎えられるよう、また乳幼児の発育支援と健康の

保持増進や発達の課題を早期発見するため、妊産婦や乳幼児の健康診査事業の充

展開する施策 

 

３ 

 

 

母子健康手帳の交付 
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実を図ります。（重点 P35） 

 

（４）支援の必要な子どもへのきめ細かな支援 

① 子どもの発達支援について、相談支援の充実や関係機関と連携した支援を早期か

ら行うとともに、放課後等デイサービス事業などの利用につなぎ、生活能力の向

上や社会との交流の促進を図るなど、途切れのない支援を行います。また、児童

発達支援センターあけぼの学園においては、地域の中核的な施設として発達支援

が必要な子どもや保護者への支援に取り組みます。また、医療的ケアの必要な子

どもについて、関係機関が連携し、障害の有無に関わらず、全ての子どもがとも

に成長できるよう取組を進めます。 

② 児童虐待への対応として、家庭児童相談室に「子ども家庭総合支援拠点」を設置

するなど、専門職を含む人員体制の強化に努め、在宅支援を中心とした、より専

門的な相談への対応や、調査・訪問等による継続的な支援の充実を図ります。（重

点 P36）中核市移行後の児童相談所の設置については、効果と経費や人的課題とい

った総合的な視点からの検討を進めます。 

③ ひとり親家庭等への日常生活支援などに取り組みながら、支援を要する緊急度の

高い子どもに対して適切な支援が行われるよう、部局間の情報共有を図るととも

に、速やかに関係機関につなげます。 

 

（５）子どもが心身ともに健やかに成長できる環境の整備 

① 子どもの非行を未然に防止し、有害な環境や情報、犯罪から子どもを守るため、

保護者や学校、関係機関、地域と連携しながら地域ぐるみで子どもを見守る活動

を推進します。また、インターネット等の安全安心な利用の啓発や子どもの生活

リズムの向上に取り組みます。 

② 豊かな人間性を身につけた子どもの育成に向けて、幼少期から質の高い芸術・文

化に触れられる機会を提供するなど、さまざまな体験・交流活動を推進します。 

（重点 P29） 

 

（６）仕事と子育てが両立できる職場環境の整備（重点 P41） 

① 子育て世代が男女を問わず、家庭と仕事の両立ができるよう、市内の事業者に対

し、男性の育児休暇取得の推進や業務効率化による定時退社、産休・育休取得者

の職場復帰支援等の先導的な取組への働きかけを行っていきます。また、従業員

の子育てにかかる負担感を軽減できるようなハード整備への支援を行います。 

 

（７）子育て家庭の状況に応じたきめ細かな子育て支援情報の提供 

① 安心して出産・子育てをしていただけるよう、子育て世帯向けの住宅施策や、公

園等の身近な遊び場、公共交通機関等におけるバリアフリーの状況、市立図書館

や博物館等における子育て支援施策など、さまざまな子育て支援や、地域や事業

者等と一体となって子育て世代を応援する取組などの情報を提供します。 
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市民・事業者等が 

取り組んでいくこと 

・社会全体で子どもを育てる視点から、地域ぐるみで子ども

を見守り、育てる活動に取り組みます。 

・児童虐待の早期発見に向け、虐待防止に関する意識を高め

ます。 

・子育て家庭が交流できる機会をつくるなど、子育て中の人

の不安や悩みを和らげるとともに、地域の子育てへの理解

を深める活動に取り組みます。 

・事業者は、従業員が家庭で子どもとのかかわりを深められ

るよう配慮するとともに、子育て中の人が働きやすい職場

環境の整備に努めます。 

 

 

 

 

指 標 説 明 現状の値 
目標値 

方向性 

子育て支援センターや子育

て世代包括支援センターに

おける相談件数 

子育て家庭の不安を

解消するため、気軽

に相談できる体制を

充実させ、相談件数

の増加を図る。 

22,149件 

（平成 30年度） 

 

23,500件 

 

進捗状況を測る主な指標 

 

４ 
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